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3．漁業の管理 

概要 

管理施策の内容（3.1） 

 ゴマサバ東シナ海系群日本海西区については、公的な許可制度と TAC 制度によりイ

ンプット・コントロールおよびマサバと合わせたアウトプット・コントロール（3.1.1 

5 点）、漁業者の自主的規制も含めテクニカル・コントロール（3.1.2 4 点）が実施さ

れている。また、生態系の保全施策では省燃油活動に取り組んでおり（3.1.3.1 3

点）、生態系保全施策についてはまき漁業に直接関連しては、海底の修復活動は必要と

しない（3.1.3.2 NA 点）。 

 

執行の体制（3.2） 

 管理の執行については、管理体制が確立されており（3.2.1.1 5 点）、監視体制等も

評価できる（3.2.1.2 5 点、3.2.1.3 5 点）。TAC による管理の結果は引き続く年の資

源評価に反映され、順応的管理に関しては十分導入されていると言える（3.2.2 5

点）。 

 

共同管理の取り組み（3.3） 

 大中型まき網漁業は国レベルでの許可漁業であるため漁業者は特定でき、漁業者は

山陰旋網漁業協同組合、全国まき網漁業協会に組織され（3.3.1.1 5 点、3.3.1.2 5

点）、広域資源管理が実施され、漁業者による漁獲可能量協定が締結されている

（3.3.1.3 5 点）。また積極的に経営や販売に関する活動がなされている（3.3.1.4 5

点）。自主的及び公的管理への関係者の関与も評価でき（3.3.2.1 5 点、3.3.2.2 5

点）、利害関係者の参画も水産政策審議会等から高く評価した（3.3.2.3 5 点）。 

 

評価範囲 

①  評価対象漁業の特定 

 ゴマサバ東シナ海系群日本海西区は主に大中型まき網漁業で漁獲されているため、

この漁業を評価対象とした。 
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② 評価対象道府県の特定 

 農林水産統計(市町村別結果からの積算集計)によれば、本種については大中型まき

網漁業では島根県、鳥取県の漁獲量が多く、2015 年ではこれらの県、漁業種類で日本

海西区の 8 割 8 分を漁獲している。これらの県、漁業種類を評価対象として特定す

る。 

 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。1）許可および各種管

理施策の内容、2）監視体制や罰則、順応的管理の取り組みなどの執行体制、3）関係

者の特定や組織化、意思決定への参画への共同管理の取り組み、4）関係者による生態

系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 大中型まき網漁業は指定漁業であり、公示された隻数や海域に申請して農林水産大

臣から操業が許可されており、インプット・コントロールが成立している。マサバお

よびゴマサバは TAC 対象魚種であり、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画

（農林水産省 2018）において管理の対象となる漁期年（7 月~翌年 6 月）毎に大臣許

可漁業と県別に漁獲可能量が与えられ、アウトプット・コントロールが行われてい

る。インプット・コントロールとアウトプット・コントロールを適切に実施し、本系

群の中期的管理方針に合致した漁獲シナリオとなっており、漁獲圧を有効に制御でき

ていると評価した。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コント

ロールとアウトプッ

ト・コントロールの

どちらも施策に含ま

れておらず、目標を

大きく上回っている 

. インプット・コ

ントロールもし

くはアウトプッ

ト・コントロー

ルが導入されて

いる 

. インプット・コント

ロールもしくはアウ

トプット・コントロ

ールを適切に実施

し、漁獲圧を有効に

制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 大中型まき網漁業においては、操業海区、構成隻数、火船の発電容量による光量の

制限があり（農林水産省 2007）、沿岸域での操業が距岸距離等で制限されている。ま

た資源回復計画に続く広域資源管理計画において、山陰旋網漁業協同組合に属する漁

業者は月当たりの休漁日日数の設定とともに、小型魚が多い漁場からの移動について

取り決めを実施している（九州漁業調整事務所 2012）。この計画はマサバ等を対象と

したものであるが、ゴマサバもマサバに準じた規制が掛けられていると考えるのが自

然であろう。テクニカル・コントロールが十分に導入されているとも考えられるが、

指針に魚種の記載がないことから、4 点の配分とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コン

トロールの施策が

全く導入されてい

ない 

. テクニカル・コ

ントロールの施

策が一部導入さ

れている 

. テクニカル・コン

トロール施策が十

分に導入されてい

る 

 

3.1.3 生態系の保全施策 

3.1.3.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 まき網漁業による海底への影響はほとんどないと考えられ、海底環境への影響には
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特に配慮がなされてはいない（NA）。まき網漁業者も構成員となっている浜の活力再

生プランでは、船底清掃及び減速航行、集魚灯の適正利用、積載物の軽量化による燃

油使用量の削減を図るといった省コスト化に繋がる省燃油活動を実施している（境港

市地域水産業再生委員会 2014）。浮魚類を対象とした集魚装置の利用は、ゴマサバ等

を対象とするまき網漁業には該当しない。一定程度の施策が導入されていると評価す

る。以上により 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入されてお

らず、環境や生態系への

影響が発生している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、施策

が導入されてい

る 

十分かつ有効に

施策が導入され

ている 

 

3.1.3.2 生態系の保全修復活動 

 大中型まき漁業に直接関連しては、海底の修復活動は必要としない（NA）。以上に

より配点は NA とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・再生活

動が行われていない 

. 生態系の保全活動が

一部行われている 

. 生態系の保全活動が

活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 ゴマサバはマサバよりやや南方域に分布する。東シナ海のゴマサバは魚釣島からク

チミノセに亘る海域で 1～4月に産卵し、その後成長した個体は東シナ海南部海域から

九州西岸域に現れ、一部は日本海にまで到達する（黒田ほか 2018）。大中型まき網漁

業は、さば類・マアジを主対象とする西日本最大の漁業であり、基本的な漁場は隠岐

諸島から尖閣諸島付近までの陸棚縁辺域と済洲島西部海域であり、済洲島西部海域は

主にマサバの漁場となるが 2018 年現在は入漁できていない。（永沢 2018）。同一資源

を利用する日中、日韓の間で、資源の状況や利用について協議する専門家会議や漁業

共同委員会が設置されている。大中型まき網漁業は水産庁漁業調整課と境港漁業調整

事務所、九州漁業調整事務所が管轄している。このように国において統一的な管理体

制が確立されている。以上により 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息

域がカバーされ

ていない 

. 生息域をカバーする管

理体制はあるが、十分

には機能していない 

. 生息域をカバーす

る管理体制が確立

し機能している 
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3.2.1.2 監視体制 

 島根県、鳥取県の大中型まき網漁業については水産庁管理課と境港漁業調整事務

所、九州漁業調整事務所等が指導取締りを行っている。外国漁船の違法操業は悪質

化・巧妙化・広域化が進むなど漁業取締りをめぐる状況は変化し、2018 年から、水産

本庁を漁業取締本部、境港漁業調整事務所を同境港支部、九州漁業調整事務所を同福

岡支部として水産庁の漁業取締体制が強化された（水産庁 2018a）。日韓漁業交渉で

は、現在、入漁条件について合意できておらず、2016 年 7月以降、相互入漁が一時中

断しており、日韓の EEZ 内における相手国側での操業は行われていない。取締のため

の会議も開催されていない。大中型まき網漁業では VMS（衛星船位測定送信機）が義

務付けられ、また漁獲成績報告書の提出率は 100%である。TAC 魚種であるため水揚げ

量の報告は迅速になされている。以上により 5点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺

など、部分的な監

視に限られている 

. 相当程度の監視体

制があるが、まだ

十分ではない 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 漁業協定の中では、排他的経済水域内の違法行為は沿岸国の法律で拿捕等される。

暫定水域では相手国に通報し旗国が取り締まる。大中型まき網漁業については、漁業

法や指定漁業の許可及び取締り等に関する省令に基づき刑事罰や許可の取り消しが課

せられる。罰則規定としては十分に有効と考えられる。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 罰則・制裁が設定されて

いるが、十分に効果を有

しているとはいえない 

. 有効な制裁が設

定され機能して

いる 

 

3.2.2 順応的管理 

 TAC 魚種であり、TAC による管理の結果は引き続く年の資源評価に反映される。

TAC は漁期年毎に 1 回以上改定されてきており、中期的管理目標に対して順応的管理

と評価できる。順応的管理は資源評価、漁業管理手法の改善を促すと考えられる。順

応的管理が十分導入されていると考えられる。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を

漁業管理の内容に反

映する仕組みがない 

. 順応的管理の仕

組みが部分的に

導入されている 

. 順応的管理が十

分に導入されて

いる 
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3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 大中型まき網漁業では農林水産大臣からの許可証の発給により操業しており、公的

に全ての漁業者は特定できる。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 島根県、鳥取県の大中型まき網漁業者は山陰旋網漁業協同組合（他海区で操業する

許可を有する場合には他地区の漁協にも所属）に参集し、それらの上位組織は全国ま

き網漁業協会である。全ての漁業者が漁業者組織に属している。以上により 5 点を配

点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 2009 年度から 2011 年度の間、「日本海西部・九州西部海域マアジ（マサバ・マイワ

シ）資源回復計画」が実施され、小型魚保護のため、大中型まき網漁業は小型魚を主

体とする漁獲があった場合には速やかに漁場移動を行い、また一定日数を休漁する取

り組みがなされた。同計画で実施されていた措置は、2012 年度以降、新たな枠組みで

ある広域資源管理計画の下で継続して実施されている（九州漁業調整事務所 2012）。

ゴマサバについてもマサバに準じた制限がかれられた広域資源管理計画と考えてよか

ろう。また、大中型まき網漁業では TAC の大臣管理分管理のための漁業者による漁獲

可能量協定が締結されている。以上により、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管理に強

い影響力を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 山陰旋網漁業協同組合は境港に冷凍冷蔵工場、水産物直売センターや食事処を有して

いる（山陰旋網漁業協同組合 2018）。鳥取県の境港市地域水産業再生委員会（2014）で

は、付加価値向上による魚価向上を目指し、サバ等の一次加工場の整備計画を検討して
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いる。漁業者組織が全面的に活動していると評価される。以上により 5 点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 大中型まき網漁業関連組合の上部組織である全国まき網漁業協会では、全国資源評

価会議、TAC 設定に関する意見交換会等に出席し、資源評価情報説明会（広域資源管

理検討会・漁業者協議会）には、全まきの他、山陰旋網漁業協同組合も参加する（水

産庁 2017a）。全まきの主催する大臣管理分漁獲量の上限について海区ごとに管理する

資源漁獲管理へは山陰旋網漁業協同組合の参加も必要である。年度の資源管理計画に

ついての会合に出席し、同業種団体の役員会、総会、漁協内での理事会等へ参加して

いる。浜の活力再生プランの中にも漁業管理等に関した協議が必要となる場合があ

る。会議出席日数の具体的な情報は限られるが、24 日以上の会合への参加はあると考

えられる。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 日本海・九州西広域漁業調整委員会には、山陰旋網漁業協同組合所属大中型まき網

漁業者が漁業者代表委員として参画している（水産庁 2018b）。水産政策審議会資源管

理分科会には山陰旋網漁業協同組合課長が特別委員として参画している（水産庁 

2018c）。適切な公的管理への参画が確認されている。以上により 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 ゴマサバ東シナ海系群を取扱うブロック資源評価会議、全国資源評価会議は一般傍

聴を受付けている（水産研究・教育機構 2017、水産庁 2018d）。水産庁では TAC（漁

獲可能量）設定に関する意見交換会を開催し、加工流通業者などの自由参加の下、公

開で議論を行っている（水産庁 2017b）。また、水産政策審議会資源管理分科会で

TAC 数量等について議題となるが、委員、特別委員として水産や港湾の海事産業で働

く船員等で組織する労働組合や釣り団体、流通業者、世界自然保護基金ジャパンから

も参画している（水産庁 2018c）。各県に漁業と海洋性レクリエーションとの海面の利
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用に関する事項について調査、検討等を行う遊漁者等を含めた海面利用協議会等があ

るが、関係県ではゴマサバを対象とした主要な利害関係者が存在しない、と考えられ

る。ほぼ全ての主要な関係者が効果的に参画していると評価する。以上により 5 点を

配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 部分的・限定

的には関与 

. ほぼすべての主要な利害

関係者が効果的に関与 
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